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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件



 

北海道厚生年金 事案 4921 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を昭和 54 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 13万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年７月 21日から同年８月１日まで 

昭和 54年５月１日にＡ社の系列会社であるＢ社に入社し、57年 12月 31

日まで勤務していたが、入社当初は、Ａ社で厚生年金保険の加入記録がある

ものの、Ｂ社における同保険の加入記録は 54年８月１日からとなっており、

申立期間の同保険の加入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｂ社及びＡ社の回答並びに複数の同僚の供述から

判断すると、申立人が申立期間においてＢ社に勤務していたことが認められる。 

一方、事業所名簿及びオンライン記録によると、Ｂ社は、昭和 54 年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっており、同日に厚生年金保険被保険者資

格を取得している者が申立人以外に４人確認でき、申立人と同様に、いずれの

者も同年７月 21 日にＡ社で同保険の被保険者資格を喪失していることが確認

できるところ、そのうち３人の雇用保険の被保険者記録は、申立人と同様に申

立期間前からＢ社で加入していることが確認できる。 

また、Ｂ社及びＡ社は、「Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所になる前の従業

員の厚生年金保険については、Ａ社において加入させていたと思う。」と回答

している上、上記４人に申立期間当時の勤務状況について照会したところ、回

答が得られた３人は、「申立期間前からＢ社で継続して勤務していた。」と供述



 

していることから判断すると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となる前に同

社に勤務していた者については、Ａ社において同保険の被保険者とする取扱い

を行っていたものと認められる。 

さらに、回答が得られた同僚３人のうち２人は、「申立期間においては、給

与から厚生年金保険料が控除されていた。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料をＡ社の事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 54

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、当時の資料等が保管されておらず不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4922 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月 15日 

② 平成 15年 12月 15日 

③ 平成 16年６月 15日 

④ 平成 16年 12月 15日 

年金記録によると、Ａ社(現在は、Ｂ社)から支給された、申立期間①、②、

③及び④の賞与の記録が無いので、正しい年金記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②、③及び④について、申立人は、賞与は毎年６月と 12 月に

支給されていたので、当該期間についても支給されていたはずであると主張し

ている。 

しかしながら、Ｂ社から提出された、申立人と同職種である運転手掛に係る

平成 16 年から 20 年までの賞与一覧表によると、申立人は、16 年６月及び同

年 12月の賞与は支給されていないことが確認できるところ、同社は、「賞与一

覧表には、注意事項として、『57 歳から 60 歳までは賞与は支給せず』と記載

されていることから、申立人は、当該事由に該当したことにより賞与が支給さ

れていなかったものと思われる。平成 15 年の賞与一覧表は保存されていない

が、16年以降と同様の取扱いであったと考えられる。」と回答している。 

また、オンライン記録により、申立期間当時、Ａ社において厚生年金保険の

被保険者であったことが確認でき、かつ、生存及び所在が確認できた 15 人に

照会し、９人から回答が得られたところ、そのうち、運転手掛であったとする

８人のうち７人は、「賞与は毎年６月と 12 月に支給されていたが、57 歳から

60歳までの間は支給されていなかった。」と供述している上、当該８人につい

て、平成 15 年４月１日以降の標準賞与額の記録を確認したところ、全員が、



 

57歳から 60歳に到達するまでの期間において、標準賞与額(57歳到達直後の

賞与を除く。)の記録は確認できない。 

さらに、先述のとおり、平成 15年の賞与一覧表は保存されていないものの、

Ｂ社が加入するＣ健康保険組合から提出された、合併前のＤ健康保険組合作成

の賞与額明細表によると、申立人は、平成 15年６月及び同年 12月の賞与は支

給されていないことが確認できる。 

このほか、申立期間①から④までについて、申立人の主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、全て

の申立期間について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4923（事案 1928、3188及び 4780の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月１日から同年 10月 26日まで 

② 昭和 28年 10月 31日から 31年１月６日まで 

申立期間①は、中学校卒業後、Ａ社Ｂ事業所の下請であり、Ｃ市に所在し

たＤ組に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間②は、Ｄ組を退社後、同様にＡ社Ｂ事業所の下請であり、Ｃ市に

所在したＥ組に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

両申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

いと、３回にわたって第三者委員会に申し立てたが、いずれも認められなか

ったことに納得できないので、再度、申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）事業所名簿によると、申立

人が勤務したとするＤ組及びＥ組は、Ｃ市において厚生年金保険の適用事業所

であった形跡が無いこと、ⅱ）申立人は、両事業所の事業主名を記憶していな

い上、商業・法人登記簿謄本の記録も確認できず、両事業所の事業主等を特定

することができないことから、申立人の申立ての事実を確認することができな

いこと、ⅲ）申立人は、Ｄ組で一緒に勤務していた同僚としてこれまで４人の

名前を挙げているが、申立人が姓しか記憶していないことから個人を特定する

ことができないほか、申立人はＥ組で一緒に勤務していた同僚の名前を記憶し

ていないことから、これらの者から両事業所における申立人の申立期間に係る

勤務実態及び厚生年金保険の適用状況等について確認することができないこ

と、ⅳ）申立人が、両事業所において一緒に勤務していたとして新たに名前を

挙げた義兄（既に死亡）の妻は、「申立人と夫は、Ｄ組及びＥ組で勤務してい

たが、勤務期間など詳細は分からない。また、両事業所の事業主及び従業員の



 

名前も分からない。」と供述していること、ⅴ）上述の義兄は、申立期間①の

一部を含む昭和 21年８月 27日から 28年９月 19日までの期間については、別

の事業所であるＡ社Ｂ事業所において厚生年金保険の被保険者であったこと

が確認できることから、同社及び同社Ｂ事業所から分離したＦ社に照会したと

ころ、いずれも「Ｄ組及びＥ組のことは、何も分からない。また、下請事業所

の従業員の厚生年金保険の取扱いについても分からない。」と回答している上、

同社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、申立人

が厚生年金保険に加入していた形跡が無いこと、ⅵ）両事業所が申立ての地域

に所在していたことをうかがわせる供述を行った地元商店及びＡ社Ｂ事業所

で厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる者は、いずれも両事業所

の事業主や従業員の氏名までは記憶していないことから、申立人の申立ての事

実を確認することができないこと、ⅶ）Ｃ市商工会議所に照会したものの、「昭

和 52年以前の資料は火災により焼失したため、当時の状況は分からない。」と

回答していることから、両事業所の申立期間当時の状況を確認することができ

ないこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年４月９日

付け、23年１月 14日付け及び 25年 11月８日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、新たな資料として、両事業所の所在位

置を記載した手書きの地図を提出し、「これまでの決定には納得できない。」と

主張しているが、申立人から提出された当該地図、上述の地元商店等の供述及

び申立人が名前を挙げた義兄の妻の供述から判断すると、両事業所がＣ市に所

在していたことはうかがわれるものの、提出された地図からは、申立人の両事

業所における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できないこと

から、申立人の主張は、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認

められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当た

らないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚

生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

 




